
社会福祉法人麦の子会

こども政策の推進に係る有識者会議資料

2021年11月8日

社会福祉法人麦の子会

理事長/総合施設長北川聡子

臨時構成員提出資料１



2



むぎのこの歴史
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麦の子会は１９８３年から子どもと家庭の困り感に寄り添い、ともに向き合い歩んできた

他にも子どもの親に介護が必要になったときどうするかなど、まだまだ課題は山積みである

麦の子会が向き合ってきた困り感 麦の子会での取り組み

1 障害のある子どもの支援の場がない ー1983年 旧障害児通園施設/現児童発達支援センター

2 通園する場が出来ても、親の体調などで来ることができない ドアツードア送迎

３ 障害のある子のきょうだい児にかかる我慢など(ヤングケアラー） 認可外保育施設/現企業主導型保育所

４ 子育ての悩みや自分の悩みを相談できない（アメリカからの学び） グループカウンセリング・ピアカウンセリング・ペアレントトレーニング・パパの会

５ 養育困難家庭は施設措置により親子の繋がりが絶たれてしまう
アウトリーチ型での旧お掃除隊/現居宅介護事業・ショートステイ・一時保護・日中一時支
援・里親・ファミリーホーム・親子関係支援

６ 学童期地域学校に通えない（北欧からの学び） フリースクール・インクルーシブ教育・学校支援・放課後等デイサービス

７ 待つことができない子どもの通院がとても大変 クリニック・リハビリテーション

８ 成人の居場所が必要である 生活介護事業・就労移行支援事業

９ 成人期にはいって地域で暮らせるか不安 グループホーム

10 措置された子に障害がある場合には専門的な関わりも必要である 里親・ファミリーホーム・法人の職員による支援

11 制度が整備されることに伴い利用制度についてアドバイスが必要 札幌市障害者相談支援・一般相談支援・特定相談支援・障害児相談

12 保育園・幼稚園にも困り感のある子どもが通っている 保育所等訪問支援・札幌市障害児等療育等支援事業

13 措置後の子どもたちはひとり社会にだされてしまう 進学支援・措置後の居場所支援・法人雇用

14 障害児を育てていることまた、離婚家庭は働くことが難しい 障害児のママたちへの就労支援・シングルペアレントの就労促進

15 虐待が起こりやい一方で親自身も虐待を受けてきている 緊急電話・トラウマケア・日常的なフォロー

16 ゼロにちの虐待死が多く、妊娠中からのケアが必要 妊娠葛藤相談・にんしんSOS

等



本日の概要
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1.むぎのこが子どもと家族に行ってきた支援

2.障害のある子ども・社会的養護の視点から見た課題

3.今後に向けた考え方
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朝起きれない・不登校

暴言・暴力

学力不振・過適応・自殺企図

外傷性ストレスに対する対応

思春期の主な困り感
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教育と福祉の連携

放課後等デイサービスの職員が
学校支援を行っている

授業中の様子

地域の小中学校と

管 理 職 連 携

担任等ケース会議

ＩＥＰの連携・活用

★平成２５年度インクルーシブ教育
システム構築モデル事業の取り組みから

継続的支援・学童期の取り組み
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＜麦の子会にいる里子（全５６名）＞
乳幼児～高校生まで、ほとんどが発達に心配のある子ども

障害児×社会的養護の取り組み
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地域に住んでいる
いろいろな困り感の

ある子どもと家族と共に
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むぎのこの子どもと家族に対する支援
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障害児通所支援
政策を個々で完結させるのではなく
一般子ども施策等との連続性が必要

本人

幼児期 学童期
親・養育者 きょうだい児

発達支援

 子育て支援センター
困り感のある
子どもと家族が集う

 愛着形成

 楽しい日々の
積み重ね 等

思春期の支援

 放課後等デイサービス
幼児期から大人への
継続支援の場となる

 教育と福祉の連携

 地域の小中学校との
連携等

家族支援

 親自身のケアニーズ
虐待リスクに対する
予防となる

 心理支援

 グループ
カウンセリング 等

きょうだい児支援

 保育園
ヤングケアラーの
予防となる

 心理支援

 セラピー 等

＜麦の子の実践（一部抜粋）＞



家庭からのSOS

【子ども】
障害のある子ども(発達障害児や医療的ケア児等)

社会的養護必要な子ども

【家庭】
病気 障害 シングルペアレント
被虐待 虐待 ＤＶ 親子再統合等

地域で保護者を支え、子どもを育むために
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在宅支援の充実

地域での家庭養育
里親・ファミリーホーム

子ども支援・家庭支援・心理支援・ＳＷ・生活支援・里親支援

むぎのこが行ってきた取り組み

子育て一般の問題
母子関係
健康

社会的養護子育て支援
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出所：平成２６年障害児支援の在り方に関する検討会（厚生労働省）

医療的ケア児支援センター(R3)



社会的養護
施設・里親

児童家庭
支援
センター

連続している子ども・子育て支援

放課後等
デイ

サービス

ポピュレーション
アプローチ

社会が地域の全ての子どもと家族を温かくつつむ

障がい児
入所施設

幼稚園

ケアニーズの高い
子どもへのアプローチ

児童発達
支援センター

発達支援・家族支援・
心理支援・親子関係支援

学校

放課後
児童クラブ

母子
保健

保育園
（子育て支援拠点）
（心理支援）
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産前産後
ケア



それぞれの
自 立

地域の子育て関係者の連携

子どもが育つ家庭養育環境をよくするために
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・保健センター
・子育て世代
包括支援センター

ジャッジではなく理解（気さくさ）

・子育て支援センター
・保育園
・幼稚園
・児童発達支援センター

・学校
・学童クラブ
・放課後等

保健師 心 理 ソーシャルワーク 生活支援

相 談 ➞ 支 援
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アクセスしやすい市町村の身近なところで相談と支援ができることが大切

むぎのこでは、制度がなくても必要なことであればボランティアからスタート

だが 必要な支援は、継続性と安定性が必要

地域の家庭への支援は給付費も含めて検討していく必要がある

子育て支援関係者の連携はもちろん、家庭養育環境支援の量と質、

そして支援メニューの充実が

少子化の課題もある日本を救う事につながる

ひとりの子も取りこぼさないで、幸せになる国を創っていくために
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